
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による都市計画事

業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第６３条第２項の規定によ

り準用する同法第６２条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

  平成３０年１１月１６日 

 

 

                        寒川町長 木 村 俊 雄 

 

 

１ 施行者の名称 

  寒川町 

 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  茅ヶ崎都市計画下水道事業第１０号寒川公共下水道 

 

３ 事業施行期間 

  昭和５０年１月１４日から平成３６年３月３１日まで 

 

４ 事業地 

（１）収用の部分 

高座郡寒川町一之宮一丁目、一之宮二丁目、一之宮三丁目、小谷及び岡田地内     

（２）使用の部分 

   なし 

 

５ 縦覧場所 

  高座郡寒川町宮山１６５番地 

寒川町都市建設部都市計画課 

 


